
 

様式第１号（第３条関係）  

 

個人情報ファイル簿  

１ 個人情報ファイルの名称 住民基本台帳 

２ 実施機関等の名称 常陸太田市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

市民生活部市民課市民窓口係 

４ 個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳の記録及び管理のため 

５ 記録項目 

1氏名，2旧氏，生年月日，4性別，5住民となった

日，6住所，7住定日，8本籍，9筆頭者，10前住所，

11個人番号，12住民票コード，13転出先住所，14通

称名，15外国人住民となった年月日，16国籍・地

域，17法第30条の45に規定する区分，18在留資格，

19在留期間等，20在留期間の満了の日，21在留カー

ド等の番号，22世帯構成（続柄） 

６ 記録範囲 
常陸太田市に住民登録を有する者又は住民登録のあ

った者 

７ 記録情報の収集方法 
本人からの提出により収集 

国及び地方公共団体から収集 

８ 要配慮個人情報の有無 □有  ■無 

９ 記録情報の経常的提供先 住民基本台帳ネットワークに接続している市区町村 

１０ 
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）企画部企画課デジタル化推進室 

（所在地）〒313-8611茨城県常陸太田市金井町3690 

１１ 
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

１２ 個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当するファイル 

 ■有 □無 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

１３ 
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

□該当  ■非該当 



 

１４ 
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

１５ 行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

１６ 
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

１７ 
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

１８ 備   考  

 



 

様式第１号（第３条関係）  

個人情報ファイル簿  

１ 個人情報ファイルの名称 印鑑登録台帳 

２ 実施機関等の名称 常陸太田市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

市民生活部市民課市民窓口係 

４ 個人情報ファイルの利用目的 個人の印鑑を台帳に記録及び管理のため 

５ 記録項目 

1登録状態，2登録番号，3登録日，4消除日，5氏

名，6住所，7性別，8生年月日，9印影，10成年被後

見人該当 

６ 記録範囲 印鑑登録者又は登録のあった者 

７ 記録情報の収集方法 本人申請による 

８ 要配慮個人情報の有無 □有  ■無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

１０ 
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）企画部企画課デジタル化推進室 

（所在地）〒313-8611茨城県常陸太田市金井町3690 

１１ 
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

１２ 個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当するファイル 

 □有 ■無 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

１３ 
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

□該当  ■非該当 

１４ 
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

１５ 行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

１６ 
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

１７ 
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

１８ 備   考  



 

様式第１号（第３条関係）  

個人情報ファイル簿  

１ 個人情報ファイルの名称 戸籍台帳 

２ 実施機関等の名称 常陸太田市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

市民生活部市民課戸籍係 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

戸籍法に基づく戸籍，除籍等の管理及び証明書交付

のため。住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の管理

及び証明書交付のため。 

５ 記録項目 
1氏名，２性別，３生年月日，４本籍，５親族・続

柄，６婚姻の有無，７家族状況，８住所 

６ 記録範囲 常陸太田市に本籍を有する者 

７ 記録情報の収集方法 本人からの戸籍届出，他市町村からの通知等 

８ 要配慮個人情報の有無 □有  ■無 

９ 記録情報の経常的提供先 法務省，税務署，保健所 

１０ 
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

別途，戸籍法に基づき戸籍謄抄本の交付請求ができ

ます。 

１１ 
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

戸籍法第113条等に基づき訂正申請ができます。 

１２ 個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当するファイル 

 □有  ■無 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

１３ 
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

□該当  ■非該当 

１４ 
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

１５ 行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

１６ 
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

１７ 
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

１８ 備   考  


